
平成１８年度当初予算案主要事項説明

教育委員会

府立高校授業料減免の特例措置事 業 名

予 算 額 新規・継続の別 継 続－ 千円

１ 目 的

雇用・経済情勢の現状を鑑み、授業料減免の特例措置を継続し、

生徒の修学を援助する。

２ 内 容

授業料減免に係る所得基準緩和措置の継続（⑭～）

事 業 内 容

目 的 概ね 5,400千円程度

父、母(無職)、高校生１人、全免：生活保護基準の約１.５倍以下

中学生１人(京都市在住)の場合対 象

方 法 等

※(参考) 措置前の状況（～⑬）

全免：住民税均等割非課税基準額以下 例：給与所得者の年収

(世帯１人当たり350,000円以下) 全免：概ね 2,900千円程度

半免：概ね 3,500千円程度

父、母(無職)、高校生１人、半免：全免基準の１．３倍以下

中学生１人(京都市在住)の場合(世帯１人当たり455,000円以下)
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